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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
降灰収集筒と、該降灰収集筒内の水位を測定する水位計と、降灰収集筒内容物の重量を測
定する荷重計と、降灰収集筒内に設けられた透水性を有する灰受け板と、該灰受け板の下
方側に設けられ、降灰集筒内の水を抜くための排水口とを有することを特徴とする自動降
灰・降雨量計。
【請求項２】
排水口が電動弁により開閉可能に構成されている請求項１記載の自動降灰・降雨量計。
【請求項３】
降灰収集筒内に水が貯留されている請求項１又は２記載の自動降灰・降雨量計。
【請求項４】
降灰収集筒内に貯留された水表面に、水蒸発防止油膜が設けられている請求項３記載の自
動降灰・降雨量計。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は火山噴火の際に発生する火山灰を検知する自動降灰・降雨量計に関する。
【背景技術】
【０００２】
　火山が噴火した際に噴出される火山灰が地上へ降下、堆積すると種々の被害が発生する
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(54) ［発明の名称］自動降灰・降雨量計
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。火山灰堆積量は火口に近いほど多く、傾斜面に堆積した降灰堆積物は緩い不安定な状態
にあり、堆積物によって雨水の浸透が妨げられると、その後の降雨時に土石流が発生し易
い状態となる。堆積物中の細粒分が多いほど、降雨時の堆積物の強度は低く、雨水の透水
も妨げられるため土石流は容易に発生するようになる。土石流は規模が大きい場合には、
下流の生活圏にまで到達して大きな災害を引き起こす虞がある。このため噴火中の火山に
おいて、その周辺の火山灰の堆積厚分布、火山灰の質等を把握することは、土石流発生の
危険性を評価する上で重要である。
【０００３】
　従来、火山が噴火した際には、調査員が現地に出向いて調査を行い、火山灰の堆積分布
を把握していたが、噴火中の火山に人が接近する必要があるため危険を伴っていた。この
ため火山灰の降灰を検知するセンサーを備えた降灰検知器が提案されており、特許文献１
には上向きに開口した空気導入口から導入した空気中の灰の濃度を空気流通路内に設けた
発光センサーと受光センサーとで検知するようにした降灰検知器が記載されている。また
特許文献２には降灰収集筒に降り落ちた降灰を、収集筒からセンサー部上部に落として検
出する降灰検知器が記載されている。
【０００４】
【特許文献１】特開平８－１５１４８号公報
【特許文献２】特開２００６－７８４５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記従来の降灰検知器は降灰の有無や、空気中の灰濃度は測定できても
、土石流発生の大きな要因となる灰の堆積量や、堆積物の粒度を測定することはできず、
土石流発生の予知のための降灰検知器としては不十分なものであった。
　本発明は上記の点に鑑みなされたもので、降雨量、灰の堆積量、粒度を検知し、土石流
発生の虞を事前に察知することが可能な自動降灰・降雨量計を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　即ち本発明は、
（１）降灰収集筒と、該降灰収集筒内の水位を測定する水位計と、降灰収集筒内容物の重
量を測定する荷重計と、降灰収集筒内に設けられた透水性を有する灰受け板と、該灰受け
板の下方側に設けられ、降灰集筒内の水を抜くための排水口とを有することを特徴とする
自動降灰・降雨量計。
（２）排水口が電動弁により開閉可能に構成されている上記（１）の自動降灰・降雨量計
、
（３）降灰収集筒内に水が貯留されている上記（１）又は（２）の自動降灰・降雨量計、
（４）降灰収集筒内に貯留された水表面に、水蒸発防止油膜が設けられている上記（３）
の自動降灰・降雨量計、
を要旨とするものである。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の自動降灰・降雨量計は、水位計と荷重計とを備えているため、降灰収集筒内に
水を貯留し、水位の変化と荷重の変化とを測定することにより、降雨による降灰量の測定
誤差を小さくでき、荷重計のみにより降灰量を測定する方法に比べて降灰量をより正確か
つ連続的に検知することができるとともに、降雨量も検知することができる。また降灰収
集筒内に透水性を有する灰受け板を有するとともに、降灰集筒内の水を抜くための排水口
を有するため、降灰収集筒内の水を降灰収集筒内に溜まった灰を透過させて排水すること
により、溜まった灰の透水係数を求めることができ、この透水係数から灰の粒度を検知す
ることができるため、灰の粒度と堆積量とから土石流発生の危険性の評価を行うことがで
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きる。
【実施例】
【０００８】
　以下、本発明自動降灰・降雨量計の一実施例を図面に基づき説明する。
　図１は本発明の自動降灰・降雨量計１を示し、図中、２は降灰収集筒で該降灰収集筒２
の上面側には、降灰を導入するための開口部３が形成されている。降灰収集筒２内には、
降灰収集筒内の水位を測定するための水位計４が設けられ、降灰収集筒２の底部には降灰
収集筒２内の内容物重量を測定する荷重計５が設けられている。降灰収集筒２内には、透
水性を有する灰受け板６が設けられている。灰受け板６は降灰収集筒２内のスペーサー７
によって、底部との間に所定間隔を設けて支持されたパンチングプレート等からなる透水
板８上に載置されている。灰受け板６の下方側には電動弁９によって開閉可能に構成され
た排水口１０が設けられており、降灰収集筒２内の水は、灰受け板６上に溜まった灰を透
過して降灰収集筒２内から排水口１０を経て排出されるように構成されている。
【０００９】
　降灰収集筒２としては、直径２００～５００ｍｍφ、深さ３００～８００ｍｍ程度の容
積を有するものが好ましい。降灰収集筒２内に設けられる透水性の灰受け板６は、水は透
過させるが灰は通過させないように構成され、灰受け板６としては、例えば図２に示すよ
うに、金網１１と不織布１２の二層で構成されたものを用いることができる。金網１１と
しては７５～１０５ｍｍメッシュのものが好ましく、不織布は厚み１～５ｍｍ、目の粗さ
が１～１０μｍのものが好ましい。灰受け板６は、水は透過させるが細砂、シルト、粘土
粒子等の微細粒子は捕捉できるものであれば、上記した金網１１と不織布１２とを組合せ
た構造のものに限らず使用可能である。また金網１１と不織布１２の組合せ順序も上記し
た例に限定されないが、灰受け板６の目詰まりを防止し、できるだけ長期間の使用を可能
とするために、灰受け板６は上側に透水係数の大きな素材を用い、下側に透水係数の小さ
な素材を組みあわせて用いることが好ましい。
【００１０】
　水位計４は、降灰収集筒２内の水位を検知して電気信号として出力するもので、圧力式
、光学式、水面の移動に伴うフロートの移動の磁力変化を電気的に検知するフロート式等
、市販のものを用いることができるが、外気温が－１０℃～＋５０℃程度まで範囲で測定
が可能なものが好ましい。本発明において水位計４としては、特に小型軽量で降灰収納筒
２内への収納が容易であるとともに、１ｍｍ程度までの測定精度が得られ、価格的にも安
価なフロート式が好ましい。フロート式水位計は、保護管内にフロートと、フロートの動
きキャッチするプローブ（中心軸）を収納することにより、降灰収集筒２内の灰やゴミに
よりフロートの動きが妨げられるのを防止することができる。
【００１１】
　荷重計５は、降灰収集筒２内容物の重量を検知して電気信号として出力するもので、荷
重計５としては、磁歪式荷重計、静電容量型荷重計、ジャイロ式荷重計、歪みゲージ式荷
重計、音叉式荷重計等が使用できるが、外気温が－１０℃～＋５０℃程度まで範囲におい
て、最大５０ｋｇに対して精度として１０～５０ｇの測定が可能であるものを用いること
が好ましいが、低コストで小型軽量であるものがより好ましい。音叉式荷重計は、周囲温
度の影響を殆ど受けず、高精度での測定が可能であるため、躯体が大きくコスト高となる
点を除けば好適な荷重計である。
【００１２】
　水位計４で検出された降灰収集筒２内の水位データ、荷重計５によって検出された降灰
収集筒２内の内容物重量データは、電気信号として処理記録装置１１に送られる。処理記
録装置１１に送られた水位データ、重量データは、予め定められたプロセスに従って集計
、処理される。処理記録装置１１内で集計処理された結果は、制御装置１２から管理者等
に送信され、管理者は自動降灰・降雨量計１を備えた周辺における降灰量等を知ることが
できる。制御装置１２は信号の送受信機構を備え、降灰量等のデータを管理者等に送信で
きるとともに、管理者等から自動降灰・降雨量計１への制御信号を受信することができる
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ように構成されている。制御装置１２は、データを予め設定した携帯電話へ送信したり、
管理者等の携帯電話から制御信号を受信できるように構成することもできる。
【００１３】
　尚、図中、１３は送受信用のアンテナで、制御装置１２は無線によってデータの送受信
ができるように構成されているが、データの送受信は無線方式に限らず、有線方式等の公
知の方法を採用することができるが、無線方式が好ましい。本発明の自動降灰・降雨量計
１には、特に図示しないが装置を作動するための太陽電池等の電源機構が設けられている
。また、降灰収集筒２内の水が冬期に凍結するのを防止するために、降灰収集筒２内に不
凍液を供給するための手段を設けることもできる。
【００１４】
　次に本発明の自動降灰・降雨量計１により降灰量等を測定する方法について説明する。
　図２に示すように、本発明装置１は降灰収集筒２内に水を蓄えて使用する。図２におい
て１４は、降灰収集筒２内の水を示す。長期間の測定において、降灰収集筒２内の水１３
が蒸発して測定誤差が大きくなる虞がある。このため降灰収集筒２内に蓄えた水１４の表
面に、水の蒸発を防止する目的で蒸発防止油膜１５を設けておくことが好ましい。火山の
噴火により生じた降灰は、降灰収集筒２の開口部３から収集筒２内に導入され、収集筒２
内に灰１６が貯留される。降灰収集筒２内に灰１６が溜まると、降灰収集筒２内が水１４
だけの時に比べ、水位が上昇するとともに降灰収集筒２内容物重量が増加し、水位の上昇
、内容物重量の増加はそれぞれ水位計４、荷重計５によって検出される。降雨がなかった
場合には、水位上昇分は降灰の容積に相当し、重量増加分は灰の重量に相当する。しかし
ながら、降灰とともに降雨があった場合、水位上昇分及び、重量増加分は降雨と降灰によ
るものの合計量となり、重量増加分を直ちに降灰の重量とすることはできない。本発明の
自動降灰・降雨量計は、荷重計とともに水位計を備えているため、増加した重量と水位の
データに基づき、実際の降灰量を算出することができる。降水量、降灰量は、水位計４に
よって検知される水位から求められる降灰収集筒２内の内容物の容積と、荷重計５によっ
て測定される重量より求められる降灰収集筒２内の内容物の重量に基づいて算出すること
ができる。灰の粒子が占める体積は、降灰の密度は噴火時期によっても異なるが、過去の
噴火により堆積している観測地点周辺の灰の粒子密度を測定して予め求めた灰の密度を使
用し、水の密度を１ｇ／ｃｃとして算出する。また、灰の堆積厚さは、同じく観測地点周
辺に堆積している灰の単位体積重量（灰の堆積した状態の密度）を予め測定した値を使用
して算出する。処理記録装置１１内でこれらのデータに基づいて演算処理するようにプロ
グラミングしておくことにより、遠隔地において管理者等が観測地点における降雨量、降
灰量を知ることができる。
【００１５】
　更に、本発明の自動降灰・降雨量計１は透水性の灰受け板６の下方側に、降灰収集筒２
内の水を排出するための排水口１０を備えており、降灰収集筒２内の水は灰受け板６上に
溜まった灰を透過して排出されるよう構成されている。このため降灰が生じた後に収集筒
２内の水を排水口１０から排出した際に水位計４によって検知される水位低下量から排出
水の流水速度を求め、土中の水の透水に関するダルシーの法則に基づいて、灰の透水係数
を求めることができる。尚、灰の透水係数は、別途流量計を設け、この流量計によって測
定される流量値から求めるように構成することもできる。
【００１６】
　透水係数と粒径との間には図４に示す関係が成り立つことが経験的に判明している。従
って、灰の透水係数を求めることで灰の粒径を推測することが可能となる。土石流は、激
しい降雨があった場合や、灰の堆積量が多く、堆積した灰の粒径が細かいほど生じやすい
と言われている。このため降雨量、降灰量の測定と、透水係数から灰の粒径等を知ること
により、土石流発生の危険を事前に推測することができ、危険な地域に警報を発すること
が可能となる。尚、水位計４の保護管に排水口１７を設け、電動弁１８の切り替えによっ
て排水口１７からも降灰収集筒２内の水を排水できるように構成することが好ましい。こ
のような構成としておくと、透水係数測定中に激しい降雨があった場合等に水位計の保護
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管を介して排水することにより、雨水のオーバーフローによる雨量測定不能事態の発生を
防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の自動降灰・降雨量計の一例を示す断面略図である。
【図２】灰受け板の断面図である。
【図３】本発明の自動降灰・降雨量計による降灰検知の一工程を示す断面略図である。
【図４】透水係数と粒度との関係を示すグラフである。
【符号の説明】
【００１８】
　１　自動降灰・降雨量計
　２　降灰収集筒
　４　水位計
　５　荷重計
　６　灰受け板
　９　電動弁
１０　排水口

【図１】 【図２】
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